
富山市イメージアップフレーズ募集要項 

（「それって富山市！？」プロモーション） 

  

  富山市が市内外の多くの方々から、訪れたいまち、住み続けたいまち、帰ってきたい

まちとして選ばれるためには、総合力の高い都市づくりを進めるだけでなく、都市の魅

力を戦略的かつ効果的に情報発信することで、本市の認知度や都市のイメージの一層の

向上を図ることが重要です。そのため、本市では令和５年度に「富山市シティプロモー

ション推進指針」を策定し、メインターゲットを定め、一層の効果的なシティプロモー

ションを進めることとしております。 

一方、本指針策定の際に実施した首都圏居住者向けのアンケートでは、本市に対する

印象が「特にない」と回答する方も多く、現時点では県外居住者へのＰＲが十分でない

という状況となっています。 

そこで、県外の多くの方々に本市の具体的な魅力や特徴について知ってもらうことに

より、来訪や移住等へ繋げてもらうためのフレーズを広く募集します。なお、フレーズ

は今後、市のシティプロモーションに活用していきます。 

 

１ 募集内容 

富山市の魅力を県外の人に「具体的に」伝え、聞いた人に「行ってみたい（また行っ

てみたい）」「住みやすそう」と思ってもらうためのフレーズ（※） 

（※）以下、「イメージアップフレーズ」といいます。 

 

２ イメージアップフレーズの形式 

 ・「富山市って」または「富山市の×××って」から始まり、「！」で終わる短文。 

 ・長さは、２０字～４０字程度。 

 ・ユーモアのある表現や遊び心のある表現、意外性のある表現、詩的な表現等は推奨さ

れますが、事実と異なる表現は使用しないでください。 

（形式例） 

・富山市って、 ××××が、 ××××なんだよ！ 

・富山市って、 ××××が、 ××××で、 ××××だよ！ 

・富山市の××××って、   ××××で、 ××××なんだよ！  など 

 

３ 応募資格 

 ・富山市内居住者 

・富山市に訪問したことがある方 

 

４ 応募方法 

（１）富山市ホームページ上のフォームから応募してください。 

応募フォームＵＲＬ 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=ZrfCvkAR 
（２）応募に際しては、富山市が令和６年６月３０日に実施した「まちの魅力発見ワーク

ショップ」の検討結果を参考としてください。 

（３）イメージアップフレーズごとに「ジャンル」を次の項目から一つ選択してください。 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=ZrfCvkAR


  - 食 

  - 自然・環境・水 

  - 暮らし（しごと、家庭、子育て、住みやすさなど） 

  - 人・つながり 

  - その他（まちづくり、遊び、伝統・祭り、まちの雰囲気 など） 

（３）一人３点まで応募できます。 

（４）作品は、自作で未発表のものに限ります。 

（５）１８歳未満の方の応募は保護者の同意が必要です。 

 

５ 募集期間  令和６年７月２２日（月）～ 令和６年８月３１日（土） 

 

６ 審査及び結果発表 

応募作品の中から、審査のうえ、各賞を選定します。受賞者には直接連絡するほか、

報道機関にも発表します。なお、各賞は事前審査及びインターネット投票の結果等によ

り決定することとし、最終結果発表は令和７年１月下旬頃を予定しています（事前審査

後に途中経過を公表します）。 

 

７ 各賞 

・優秀賞（３～４点程度）……商品券 20,000 円分 

・入 選（１０件程度） ……商品券  2,000 円分 

 

８ 留意事項 

（１）優秀賞作品及び入選作品（以下、「入賞作品」）は富山市のシティプロモーションの

活動などに広く使用します。 

（２）入賞作品の著作権、商標権、その他一切の権利は、富山市に譲渡されるものとし、

応募者は著作者人格権を行使しないものとします。 

（３）応募作品に関して、応募者以外の方との間で著作権等に関わる問題が生じた場合、

すべて応募者の責任となります。 

（４）漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号（以下、「文字等」）の使

用を可能とします。 

（５）文字等の表記が異なるものは別作品と見做します。また、文字等の表記を含め全く

同一の作品が選考された場合、賞品を分割することがあります。 

（６）住所、氏名、電話番号等の個人情報については、本事業実施に関わる事務以外には

使用しません。なお、入賞作品応募者の名前、住所（市町村名に限る）については原

則公表します。 

（７）応募作品は補作（加筆・修正）を行った上で、入賞作品とする場合があります。 

（８）審査内容に関する問い合わせについては一切お答えできません。 

（９）応募の時点で、この募集要項の記載事項に同意したものとします。 

 

９ 問合せ先 

  富山市広報課シティプロモーション推進係 

TEL: 076-443-2018  E-mail: kouhou-01@city.toyama.lg.jp 

mailto:kouhou-01@city.toyama.lg.jp

